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内

閣

府

○
総

務

省
令
第
二
号

文
部
科
学
省

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公

務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

金
子

恭
之

文
部
科
学
大
臣

末
松

信
介

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
紙
様

式
第
2
0
号

別
紙

様
式

第
2
0
号

（表
面

）

（表
面

）

（裏
面

）

［略

］

（裏
面

）

［同
左

］

備
考

［略

］

備
考

［同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
5
号

別
紙

様
式

第
2
5
号

（表

）

（表

）

（裏

）

［略

］

（裏

）

［同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
5
号
の

２
別

紙
様

式
第
2
5
号

の
２

（表

）

（表

）

（裏

）

［略

］

（裏

）

［同
左

］
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別
紙

様
式
第
2
6
号

別
紙

様
式

第
2
6
号

（表

）

（表

）

（裏

）

［略

］

（裏

）

［同
左

］

備
考

備
考

１
用
紙
の
大
き

さ
は

縦
127

ミ
リ

メ

ート
ル

横
91

ミ
リ

メ

ート
ル

と
す
る

。

１
用

紙
の

大
き

さ
は

縦
127

ミ
リ

メ

ート
ル

横
91

ミ
リ

メ

ート
ル

と
す
る

。

、
、

、
、

２
こ
の

証
は

受
診
者
１
人
ご

と
に
作
成

す
る
こ
と

。

２
こ

の
証

は
受

診
者
１

人
ご

と
に

作
成

す
る
こ

と

。

、
、

３
受

診
者

が
組

合
員

で
あ

る
と

き
は

「受
診

者

」欄
の

「氏
名

」欄
に

「組
合

員
本

人

」と
記

載
す

る
３

「男
女

」欄
は

該
当
し
な

い
文
字

を
抹

消
す

る
こ

と

。

、
、

こ
と

。

４
受

診
者

が
組

合
員

で
あ

る
と

き
は

「受
診
者

」欄
の

「氏
名

」欄
に

「組
合

員
本

人

」と
記
載

す
る

、

４

「発
効

年
月
日

」欄
に

は
こ
の

証
が
有
効
と

な
る
年
月

日
を
記
載

す
る
こ
と

。

こ
と

。

、

５
別

途
組

合
員

又
は

そ
の

被
扶

養
者

に
周

知
す

る
こ

と
に

よ
り

注
意

事
項

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

５

「発
効

年
月

日

」欄
に
は

こ
の
証

が
有
効
と
な

る
年
月
日
を

記
載
す
る

こ
と

。

、
、

る

。

６
別

途
組

合
員

又
は

そ
の

被
扶

養
者

に
周

知
す

る
こ

と
に

よ
り

注
意

事
項

を
省

略
す

る
こ

と
が

で
き

、

る

。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
の
特
例
）

第
二
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
紙
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
高

齢
受
給
者
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
限
度
額
適
用
認
定
証
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の
二
に
よ
る
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
及
び
別
紙
様
式
第
二
十
六
号
に
よ
る
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の

命
令
に
よ
る
改
正
後
の
別
紙
様
式
第
二
十
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の
二
及
び
別
紙
様

式
第
二
十
六
号
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

第
三
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
別
紙
様
式
第
二
十
号
、
別
紙
様
式
第
二
十

五
号
、
別
紙
様
式
第
二
十
五
号
の
二
及
び
別
紙
様
式
第
二
十
六
号
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。


